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みんなでリスタート！徳島移住促進支援金（学生向け）交付要綱

（目的）

第１条 みんなでリスタート！徳島移住促進支援金（以下「支援金」という。）は，コロナ渦に

伴う価値観の変容を受け，若者世代を中心に「地方移住・地方での暮らし」に関心が集まる中，

徳島県で学び，働き，暮らすことを希望する学生に，多様な進路選択の機会を提供するため，

転入学・再入学等に伴う経費や移転等に必要な費用について支援を行うことで，経済的負担の

軽減を図り，「とくしま回帰」を推進することを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ各号に定めるところによ

る。

（１）大学等 高等教育の修学支援新制度の対象機関である大学（短期大学を含む。），大学院，

をいう。

（２）専門学校等 高等教育の修学支援新制度の対象機関である高等専門学校（１～３年生は除

く。）及び専修学校（専門課程）をいう。

（３）企業等 徳島県が運営する就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま」に会員登録してい

る法人をいう。

（４）就業等 正規職員として企業等で雇用され，就労することをいう。

（５）転入学 現在在籍している大学等又は専門学校等を卒業せず又は現在在籍している専門学

校等を卒業して，他の大学等又は専門学校等の修業年限の中途学年へ異動することをいう。

（６）再入学 大学等又は専門学校等を退学後，他の大学等又は専門学校等の修業年限における

最初の学年に入学することをいう。

（支給対象者）

第３条 支給対象者は，次の各号の全てを満たす者とする。

（１）令和３年４月１日時点において，県外の大学等又は専門学校等に在学している者

（２）令和３年４月２日から令和４年３月３１日までに，県外から県内に転入する者

（３）県内に転入後，継続して県内に在住する意思がある者

（４）次の(ア），(イ），（ウ）のいずれかに該当する者

（ア）令和３年４月２日から令和４年３月３１日までに，在学している大学等又は専門学校

等を退学の上，令和３年４月２日以降に県内の大学等又は専門学校等に入学し，かつ，

令和４年４月１日時点で在学予定である者

（イ）令和３年４月１日時点において在籍している専門学校等を卒業の上，令和３年４月２

日以降に県内の大学等又は専門学校等に転入学し，令和４年４月１日時点で在学予定

である者

（ウ）令和３年４月２日以降に県内の企業等（就業開始日の時点でジョブナビとくしまに会

員登録している企業等に限る。）に就業しており，かつ，当該企業等で正規職員として

１か月以上の就業実績があり，支援金受給後も継続して県内の企業等に就業する意思が

ある者

（５）徳島県移住・創業パッケージ支援事業実施要領第４条第１項に定める移住支援金の給付を

受けていない者で，今後も受ける予定のない者

（６）日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって，永住者，日本人の配偶者等，永

住者の配偶者等，定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団に関与していない者
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（支援金支給額）

第４条 支援金支給額については，次に掲げるとおりとする。ただし，算出された支援金支給額

に１，０００円未満の端数が生じた場合には，これを切り捨てた額を支給額とする。

（１）支給対象者１人につき，２０万円とする。

（２）第３条第１項第４号（ア）又は（イ）に該当する者（本支援金制度以外で，入学金減免等

の申請をする（した）者は除く。）については，前号に加えて，実際に入学する県内の大学

等又は専門学教等の入学金相当分（上限３０万円）を支給する。

（支援金の交付申請）

第５条 支援金の交付申請をする者は，支給対象者本人とし，知事が別に定める期日までに，「み

んなでリスタート！徳島移住促進支援金（学生向け）」交付申請書（様式第１号）を知事に提

出しなければならない。

２ 支援金の交付申請をする者は，令和４年３月３１日までに，次に掲げる書類を知事に提出し

なければならない。

（１）全ての交付申請者に必要な書類

（ア）令和３年４月１日時点において，県外の大学等又は専門学校等に在学していることを証

明する書類

（イ）申請者の本人確認ができる書類

・マイナンバーカード（表面のみ）又は普通自動車運転免許証の写し等

（ウ）県外の居住先から県内に転入したことが証明できる書類の写し

・住民票の写し，県外の居住先の賃貸契約の解約書，転居時の引越代金領収証，自身あ

て郵送物の送り状等

（エ）その他知事が必要と認める書類

（２）交付申請時点で未成年の交付申請者に必要な書類

法定代理人の本人確認ができる書類

・マイナンバーカード（表面のみ）又は普通自動車運転免許証の写し等

（３）第３条第１項第４号（ア）に該当する者のうち転入学する者又は（イ）に該当する者に必

要な書類

（ア）県内の大学等又は専門学校等の転入学試験合格証等の写し

（イ）県内の大学等又は専門学校等の入学金の振込を証明する書類

（４）第３条第１項第４号（ア）に該当する者のうち再入学する者に必要な書類

（ア）県外の大学等又は専門学校等の退学証明書等の写し

（イ）県内の大学等又は専門学校等の入学試験合格証等の写し

（ウ）県内の大学等又は専門学校等の入学金の振込を証明する書類

（５）第３条第１号第４項（ウ）該当する者に必要な書類

（ア）県外の大学等又は専門学校等の退学証明書等の写し

（イ）県内の企業等で，正規職員として１か月以上の就業実績があることを証明する書類

（支援金の交付決定）

第６条 知事は，前条の交付申請書を受理したときは，当該申請に係る書類等を審査の上，支援

金の交付を決定するものとする。

（決定の通知）

第７条 知事は，前条の規定により支援金の交付を決定したときは，速やかに，その決定内容及

びこれに付した条件を支援金の交付申請者に通知する。
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（支援金の請求）

第８条 前条の規定による通知を受けた支援金の交付申請者は，支援金請求書（様式第２号）に

前条に定める通知書の写しを添えて知事に支援金の請求をしなければならない。

（支援金の支払）

第９条 知事は，支援金の交付申請者に対して，前条の支援金請求書を受理した後に，支援金を

支払うものとする。

（交付決定の取消）

第１０条 知事は，次に掲げる場合には，交付決定を取り消すものとする。

（１）交付申請者が偽りその他不正な手段により支援金を受給していたことが判明した場合

（２）第３条第１項第４号（ア）又は（イ）に該当する者で，知事が別に定める期日までに，令

和４年４月１日時点で県内の大学等に在学していることを証明する書類を提出しない場合

（３）支援金受給後３か月以内に県外へ転出していることが判明した場合

２ 知事は，交付決定を取り消したときは，交付決定を取り消した者に対して，速やかに，通知

するものとする。

（支援金の返還）

第１１条 前条の規定により交付決定を取り消された者は，知事が別に定める期日までに，知事

が別に指示する方法により，受給した支援金を返還しなければならない。

（大学等への通知）

第１２条 知事は，支援金の交付完了後，受給者の氏名及び生年月日を入学先の大学等に通知す

る。

（雑則）

第１３条 この要綱に定めるもののほか，支援金の交付に関して必要な事項については，知事が

別に定める。

附 則

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。


